
○岡山市私立特定教育・保育施設等の入所児童に係る副食費の助成に関する要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は，私立特定教育・保育施設等に入所する児童が副食の提供を受けた場

合において，その提供に要した費用（以下「副食費」という。）を当該児童の保護者が

支払う場合の助成に関し必要な事項を定めるものとし，その交付に関しては，この要綱

に定めるもののほか，岡山市補助金等交付規則（昭和４８年市規則第１６号。以下「規

則」という。）に定めるところによる。 

（定義） 

第２条 この要綱において使用する用語の意義は，規則又は岡山市立特定教育・保育施設

及び特定地域型保育事業の副食費減免要綱（以下「減免要綱」という。）で使用する用

語の例による。 

２ この要綱において，「私立特定教育・保育施設等」とは子ども・子育て支援法（平成

２４年法律第６５号）第２７条に規定する特定教育・保育施設及び同法第２９条に規定

する特定地域型保育事業所のうち，設置者又は事業者が岡山市以外のものをいう。 

（助成対象者） 

第３条 助成対象者は，私立特定教育・保育施設等に入所する児童の保護者で，当該児童

及び保護者が属する世帯が減免要綱第２条各号に掲げる事由（以下「助成事由」という。）

のいずれかに該当すると市長が認めるものとする。 

 （助成対象経費及び助成金額） 

第４条 助成対象経費は，助成対象者が私立特定教育・保育施設等の設置者又は事業者に

支払う副食費に関し，当該助成対象者が属する世帯が該当する助成事由ごとに当該各号

に定める減免金額（１０円未満の端数を切り捨てた額）とし，当該金額を予算の範囲内

で助成するものとする。 

（助成対象期間） 

第５条 助成対象期間は，助成事由ごとに減免要綱第３条各号に規定する減免期間に相当

する期間とする。 

（助成金の交付申請） 



第６条 助成金の交付申請は，規則第５条の規定にかかわらず，次に掲げる書類の写しを

添付して，岡山市私立特定教育・保育施設等の入所児童に係る副食費助成申請書（様式

第１号）を市長が定める期日までに提出して行わなければならない。 

 (1) 減免事由に該当することを証明する書類 

 (2) 給食費の領収書（副食費の内訳がわかるもの） 

 (3) 助成金振込用の銀行口座の通帳（名義人，店舗名及び口座番号がわかるもの） 

（決定の通知） 

第７条 前条の規定による申請があったときは，市長は速やかに助成の可否を決定し，当

該申請をした者に対して岡山市私立特定教育・保育施設等の入所児童に係る副食費助成

決定通知書（様式第２号）又は岡山市私立特定教育・保育施設等の入所児童に係る副食

費助成申請却下通知（様式第３号）により通知するものとする。 

（各種届出等の手続の免除） 

第８条 第６条に定める交付申請の手続を除き，規則に規定する補助事業等着手・完了届

その他の手続は免除する。 

（その他） 

第９条 この要綱に定めるもののほか，必要な事項は，別に定める。 

 

附 則 

 この要綱は，令和元年１１月１９日から施行し，令和元年１０月１日から適用する。 

 

  



 

 

 



 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


